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船舶事故調査報告書 

 

平成２３年９月２９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２３年５月１３日 １６時００分ごろ～１９時４０分ごろの

間） 

発生場所 不明（広島県呉市蒲刈
かまがり

港三之瀬
さ ん の せ

地区～同市所在の蒲刈港宮
みや

盛
もり

東防波堤灯

台から真方位２８７°３.７㎞付近の間） 

事故調査の経過  平成２３年５月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二松栄
まつえい

丸、１.４５トン 

 ＨＳ３－２５６２６（漁船登録番号）、個人所有 

 ５.９５ｍ（Lr）×１.７５ｍ×０.７２ｍ、木製 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数２０、昭和４９年５月１２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和４９年１２月９日 

免許証交付日 平成２０年９月１０日 

         （平成２６年５月２９日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長１人が乗り組み、平成２３年５月１３日１６時００分ご

ろ、蒲刈港三之瀬地区を出港し、はえ縄漁の目的で呉市上蒲刈島北方の漁

場に向かった。 

 僚船は、１９時４０分ごろ、蒲刈港宮盛東防波堤灯台から真方位

２８７°３.７㎞付近において無人で漂流している本船を発見し、蒲刈港に

本船をえい
．．

航した。 

所属の漁業協同組合は、僚船船長から連絡を受け、海上保安庁に通報し

た。 

 通報を受けた海上保安庁は、僚船などと共に船長の捜索に当たり、翌

１４日１４時２９分ごろ、本船発見場所の東方２.０㎞付近において、船長

を発見したが、死亡が確認され、溺死と検案された。 

 気象・海象 気象：５月１３日 １６時００分～２０時００分 

   天気 晴れ、風向 南西、風速 ８.２～１１.７m/s（風力５～６）

   気温 １８.５～２０.４℃、視程 ９.９～１３.３㎞ 

海象：上蒲刈島北方付近の潮流は、東流が５.５ノット（kn）、西流が３.

０knであった。 
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 その他の事項  船長は、いつも救命胴衣を着用していたが、発見時には着用しておら

ず、船内にもなかった。 

 船長は、本事故当日、長袖シャツ及びジャージを着用し、帽子をかぶっ

ていた。 

 本船は、発見時、主機が中立運転であり、はえ縄のほとんどが海中に投

入され、浮子
あ ば

だけが残った状態であった。 

 船長は、発見時、額の上に２か所の打撲傷があった。 

 本船は、天幕を張る支柱の高さが低く、操業中に頭をぶつけやすかっ

た。 

 船長は、健康であり、持病は特になく、泳ぎが得意であった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

 船長は、溺死した。 

 本船は、１６時００分ごろ蒲刈港三之瀬地区を

出港し、１９時４０分ごろ、蒲刈港宮盛東防波堤

灯台西北西沖において、無人で漂流しているとこ

ろを発見されたことから、この間において、船長

が落水したものと考えられる。 

 本船は、発見時、主機が中立運転であったこ

と、はえ縄のほとんどが海中に投入されて浮子だ

けが残った状態であったことから、船長が、はえ

縄の投入中に落水したものと考えられるが、落水

した状況については明らかにすることはできなか

った。 

 船長は、落水して溺水したものと考えられる

が、溺水に至った状況を明らかにすることはでき

なかった。 

原因  本事故は、本船が、蒲刈港三之瀬地区を出港してはえ縄の投入中、船長

が落水したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・救命胴衣の確実な装着 

 




